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認定特定非営利活動法人
アジア・コミュニティ・センター21（ACC21）

■代表理事／伊藤 道雄（（公財） 公益法人協会 評議員）

■理　　事／有川　 凛（（一財）RINDA foundation JAPAN 代表理事）

　　　　　　小松 諄悦（（特活）アジア車いす交流センター 副理事長）

　　　　　　清水 恭子（有限会社 CD-BOX 取締役）

　　　　　　鈴木 真里（（特活）アジア・コミュニティ・センター 21 事務局長）

　　　　　　長畑　 誠（（一社）あいあいネット 代表理事／明治大学 教授） 

　　　　　　浜田 忠久（（特活）市民コンピュータコミュニケーション研究会 代表理事）

　　　　　　 湯本 浩之（宇都宮大学 留学生・国際交流センター 教授）　　　

■監　　事／秋尾 晃正（（公財）民際センター 理事長）

　　　　　　鈴木 英子（鈴木英子税理士事務所 所長）

〒113-8642　東京都文京区本駒込 2-12-13　アジア文化会館 1F
TEL：03-3945-2615　FAX：03-3945-2692
E-mail：info@acc21.org
URL：http://acc21.org

      https://www.facebook.com/acc21.org

@ACC21_NGOTwitter:

facebook:

①ゆうちょ銀行　00160-6-718320
　　　　　　　　加入者名：特活）アジア・コミュニティ・センター 21
②みずほ銀行　　駒込支店（普通）1120451
　　　　　　　　特非）アジア・コミュニティ・センター 21
③その他のお手続き方法：http://acc21.org/donation

①「賛助会員（個人・団体）入会申込書」（ACC21 ウェブサイトより
　ダウンロードできます）に必要事項をご記入・捺印のうえ、郵便
　または FAX にて ACC21 事務局までお送りください。
②下記銀行口座に会費金額をお振込みください。
　（申込書の受領とお振込みの確認後、事務局より領収書をお送りします）

正会員　　　　　12,000 円／年
賛助会員（個人）   5,000 円／年（一口）
賛助会員（団体） 50,000 円／年（一口）
※正会員として入会を希望される方は、事務局に事前にご連絡ください。
　なお、初年度に入会金 20,000 円をお支払いいただきます。
※賛助会費と寄付金は税制優遇措置が受けられます。

ご寄付金額は自由です。
「マンスリー・サポーター」
もあります。

会員の方々の特典

会費

賛助会員入会の手続き

お振込み先銀行

〒113-8642　東京都文京区本駒込 2-12-13　アジア文化会館 1F
TEL：03-3945-2615　FAX：03-3945-2692

認定特定非営利活動法人 アジア・コミュニティ・センター21

ご寄付

ACC21 は、アジアの現地 NGO や国内外の関係団体・機関と
幅広いネットワークをつくり、アジアの貧困削減に向けて、
資金援助の仲介、アジアからの留学生の被災地への派遣、

人材育成などの分野で活動しています。

公正で平和なアジア社会をめざす ACC21
の活動に、会員として参加しませんか？

①ACC21 が主催する各種催しに参加できます
②ACC21 が関わるアジアの事業現場から情報を提供します
③国際協力に関する情報を提供し、参加について助言します
④アジアでの社会貢献活動に関する情報を提供、助言します

―あなたもACC21の活動に参加しませんか？―

認定特定非営利活動法人



日比 NGO ネットワーク、（特活）国際協力
NGO センターのメンバーとして、ODA（政府
開発援助）に関する外務省との対話・提言活動
に積極的に参加しています。
また「グローバル連帯税フォーラム」の正会員
団体として、国際連帯税の実現に向けて、市民
による国民的論議の喚起、日本政府や国会議員
に対する政策提言活動を行っています。

政策・制度変革のための提言

フィリピン CARD MRI やアジア諸国の現地 NGO
と協力し、日本企業、日本企業の海外現地法人との
連携により、現地零細・小企業や地場産業発展に必
要な技術や人材の育成に資する地域開発事業のモデ
ル開発を行います。
2015~16 年度はフィリピン、カンボジア、インド
ネシアで行いました。 

企業との連携による途上国支援

「資金」の流れ

アジアの様々な課題に向き合う現地の活動を支援する公益信託「アジア・コ
ミュニティ・トラスト（ACT）」。1979 年の設立以来、日本の個人や法人の
皆さまからの寄付をもとに、アジアの現地 NGO が実施する様々な分野の事
業 690 件余りに、総額 7 億 9,650 万円以上の支援を実施してきました。
ACC21 は ACT 事務局として、アジアでの幅広いネットワークと高い専門性
を活かし、事業発掘調査・モニター・広報・募金活動などを行っています。

非営利・非政府の立場に立ち、日本が深いつながりを持つアジアを舞台に、
市民の自発的事業および組織を起こそうとする人、ビジネスを通して社会
開発を行おうとする人の発掘・支援を目的とした人材育成塾です。2009
年度から 2016 年度までに計 60 名が修了し、うち 11 名が何らかの形で
NGO 事業または社会的企業を立ち上げています。
海外のフィールド訪問、ゼミナール、NGO でのインターンシップを行い
ます。 

弱い立場にあるスリランカの女性たちが収入を得て、暴力や不公正のない
より良い環境で生活してゆけるように支援をしています（2016 ～）。フィ
リピンではマニラ首都圏の路上で生活する、権利を奪われたストリートチ
ルドレンを支援する活動を行います（2017 ～）。 

フィリピンで活動する日本の NGO ネットワーク「日
比 NGO ネットワーク」（2016 年度末現在正会員 16
団体、準会員 4 団体・個人 2 名、賛助会員 1 名）の事
務局として、正会員間の情報交換や経験共有、フィリ
ピンの現地 NGO との連携を推進するほか、国内外で
の提言活動などを行っています。 

「資金」を
「社会投資資本」として
貧困から脱却する人たちに

「相互扶助のコミュニティ」意識を
高めるための、セクターと

世代と国を超えた人的交流を

知識・情報にアクセスできない
人たちに、そして日本国内での

アジアの情報普及を

アジアの社会開発運動の
リーダーたちとの協働により

社会的公正実現のための
政策・制度の確立へ

これら 4 つの「流れ」を
さらなる効果あるものにするため、

必要な人材を育成

女性の社会主流化支援／ストリートチルドレン支援 

と”ひとづくり”

専用ウェブサイト︓  http://jphilnet.org

専用ウェブサイト︓  http://act-trust.org

アジア社会起業家育成塾（旧アジア NGO リーダー塾）

日比 NGO 協働推進

ACT 推進

知識・


